
 

事業事前評価表 

 

 

１．対象事業名 
国名:インドネシア共和国 
案件名:開発政策借款（III） 
貸付契約調印日:2007年 3月 23日 
承諾金額:11,777百万円 
借入人:インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 
２．本行が支援することの必要性・妥当性 
インドネシア政府はユドヨノ大統領の下 (1)マクロ経済の安定、（2）投資環境の改善、

及び（3）財政運営の改善と反汚職、（2005 年からは（4）貧困削減を追加）に向けた
政策をすすめてきた。合わせて、世界銀行及び日本政府に対して開発政策借款への支

援要請を行った。これを受けて、2004年度には合計 4億ドルの協調融資が行われ、本
行はうち 1億ドル（10,794百万円）の円借款を供与した。さらに 2005年度、開発政
策借款（Ⅱ）に対してアジア開発銀行も含め合計 7 億ドルの協調融資が行われ、本行
はうち 1億ドル（11,729百万円）の円借款を供与した。 
こうした支援の下、インドネシア政府は、マクロ経済安定、投資環境改善、財政運

営改善と反汚職に係る改革及び貧困削減策をすすめている。経済成長率については、

2006 年度は 5.5％、2007 年度は 6.2%と堅調に推移するものと見込まれ、財政面にお
いても、2006年度は 1.3％から、2007年度予算案では 1.1％にまで低下するものと見
込まれている。公的債務残高についても 2006 年 9 月には対ＧＤＰ比 41%まで低下し
ており、2009年度には 31.8％までに更に低下させる計画である。 
しかし、1日 2米ドル以下で生活する貧困層が人口の 50％を占め、毎年約 200万人
の新規労働者が労働市場に参入する状況では、雇用創出のための更なる経済成長の達

成が必要であり、改革の継続、促進が求められている。 
また、2005年には燃料補助金の削減が行われ、一部地域で貧困層を対象に子供を通
学させること等を条件とした現金支給プログラムが開始されているが、2006年には貧
困層の割合が微増するなど、貧困削減は引き続き重要な課題である。 
我が国の「対インドネシア国別援助計画」（2004年 11月策定）においては、民間主
導の持続的な成長のため、財政の持続可能性の確保、投資環境改善のための経済イン

フラ整備、裾野産業・中小企業振興、経済諸政策整備及び金融セクター等への支援が

掲げられている。また、海外経済協力業務実施方針（2005年 4月策定）においては、
重点分野として貧困削減への支援や持続的成長に向けた基盤整備を掲げており、イン

ドネシアについては、投資環境整備のための経済インフラ整備を重点分野とすると共

に、財政の持続性の維持等各種改革の促進への貢献を図る、としていることから、本

計画はこれらと合致する。よって、本行が支援する必要性・妥当性は高い。 
 
３．事業の目的等 
本計画は、第 1次開発政策借款及び第 2 次開発政策借款供与後のインドネシア政府



 

の政策改革実績を評価し、世界銀行及びアジア開発銀行と協調し、同国の政策改革を

支援することにより、政策改革の継続及び我が国との政策対話の促進を図り、もって

同国の(1) マクロ経済の安定、(2)投資環境の改善、(3)財政運営の改善及び反汚職、並
びに（4）貧困削減に寄与するものである。 
４．事業の内容 
(1) 事業概要 
本計画では、目的とする(1) マクロ経済の安定、(2)投資環境の改善、(3)財政運営の
改善及び反汚職、並びに（4）貧困削減のために、各項目について以下の政策を実施す
る。 

 
改革項目 達成されたアクション 今後のアクション（予定） 

①マクロ経済の安

定 
○ 財政政策の改善 
○ 2007 年までに財政政策オ
フィスの設立 

○ 債務管理戦略実施の継続 
○ 地方分権化枠組の改善 

（電力補助金などの懸念材料

はあるもマクロ経済の状況は

満足すべきものであるので、

特定の行動目標は設定せず） 

②投資環境の改善 ○ 地方政府公社の法的地位の

明確化 
○ 国内・国際交易の効率化 
○ 金融セクターセーフティネ

ットの整備継続 
○ 資本市場監視委員会・金融

機関総局の再編 
○ リスク管理機能の発現 
○ 民間参加（ＰＰＰ）フレー

ムワークの設立 

○ 新投資法に係る細則の実

施 
○ 輸出業者に対するＶＡＴ

リファンド期間の短縮 
○ 徴税措置への不服申し立

て等を可能にする財務省

令の公布 
○ 投資プロセスの簡素化 
○ 中小企業政策の改善 

③財政運営の改善

と反汚職 
○ 財政法及び監査法の実施規

則の制定 
○ 国庫一元化計画の推進 
○ 予算執行に係る四半期報告

書の改善 
○ 決算報告の改善 
○ 国家政策調達室の機能発現 
○ 徴税当局の近代化 
〇 内部告発者保護法の制定 

○ 国家政策調達室の完全な

機能発現および調達法等

の策定 
○ 公務員改革のモデルとし

ての財務省の改革 

④貧困削減 ○ 補償プログラム実施に係る

モニタリング    
〇教員免許の質向上 

 

 
(2) 総事業費 
 本計画全体のドナー支援額：約 900百万ドル 
うち円借款対象額：11,700百万円（100百万ドル相当円） 
世界銀行資金：600百万ドル 
アジア開発銀行資金：200百万ドル 

(3) 実施体制 
① 借入人：インドネシア共和国（Republic of Indonesia） 



 

② 実施機関：財務省 (Ministry of Finance) 
③ 運営・維持管理体制：②に同じ 

(4) 環境及び社会面の配慮 
① 環境に対する影響／用地取得・住民移転 

(a) カテゴリ分類：C 
(b) カテゴリ分類の根拠：本計画は、特段の環境影響が予見されないセクター（構
造調整借款）であり、かつ「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラ

イン（2002年 4月制定）に掲げる影響を及ぼしやすい特性や影響を受けやすい
地域に該当しないため、カテゴリ Cに該当する。 

② 貧困削減促進：本計画には、貧困層に対するパイロット的な条件付現金支給プ

ログラムが含まれており、貧困削減の促進に資する。 
② 社会開発促進（ジェンダーの視点等）：本計画には、地方分権の促進、財政運営
の改善等が掲げられており、「良い統治」への支援である。 

(5) その他特記事項 
 特になし。 
５．成果の目標 
評価指標（運用・効果指標） 

指標名 基準(2003年) 
 

目標値（2008年） 

①マクロ経済

の安定： 
 

○ 財政赤字の対ＧＤＰ

比 1.7% 
○ 公的債務残高の対Ｇ

ＤＰ比：59％ 

○ 財政赤字対ＧＤＰ比 1.0% 
○ 公的債務残高の対ＧＤＰ比：38％ 

②投資環境の

改善： 
 

〇投資の対ＧＤＰ比

18.9% 
〇新規ビジネス立ち上げ

にかかる日数:151日 

〇民間参加（ＰＰＰ）の実施を促進する

ための部局設立 
○ 投資の対ＧＤＰ比 23-25% 
○ 2006年補正予算及び 2007年予算案
にてリスク管理機能に係る予算計上 

○ 新規ビジネス立ち上げにかかる日

数：30日 
 

③財政運営の

改善と反汚職： 
 

〇約18,000に及ぶ国のキ
ャッシュオペレーショ

ンを管理するメカニズ

ムがない 

〇国庫一元化の完了 

④貧困削減： 
 

〇非常時のセーフティー

ネットや各種補助金

（これにより燃料価格

を低く抑える等） 

〇50 万世帯を対象にした貧困対策事業
の実施 

 

６．外部要因リスク 
中央及び地方議会における政治的不確定さ 



 

７．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
協調融資案件においては、審査段階から監理まで、関係機関との綿密な情報交換を行

うことが重要であるとの教訓を得ている。これを踏まえ、本借款においては、協調融

資機関である世界銀行及びアジア開発銀行と密接に連携しつつ借款の監理を行う予定

である。 
８．今後の評価計画 
今後の評価のタイミング 

 計画終了後。 

 


